
長崎県医療機関オンライン資格確認支援事業費補助金実施要領  
 

 

 （趣旨）                                         

第１条  県は、難病医療費助成制度において、マイナンバーカードを受給者証として利用するための

環境整備を図るため、医療機関システムの改修に対する支援として、予算の定めるところによ

り、「難病の患者に対する医療等に関する法律（平成26年法律第50号）」に定める指定医療機

関に対し、長崎県医療機関オンライン資格確認支援事業費補助金（以下「補助金」という。）

を交付するものとし、その交付については長崎県補助金等交付規則（昭和40年長崎県規則第16

号。以下「規則」という。）、長崎県福祉保健部関係補助金等交付要綱（平成19年長崎県告示

第460号の9。以下「交付要綱」という。）及びこの要領に定めるところによる。  

 

（交付の対象）  

第２条  補助金の交付の対象となる経費は、次のとおりとする。  

 （１）オンラインで受給資格情報を確認するために必要なシステム（レセプトコンピューター）改

修に必要な経費  

 （２）交付金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

（交付の申請）  

第３条  補助金の交付の申請をしようとする者は、規則第４条の規定により交付申請書（様式第１号）

を知事へ提出するものとし、交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。 

 （１）所要額内訳及び事業計画書（様式第２号）  

 （２）収支予算書（様式第３号）  

 （３）暴力団排除に係る誓約書（様式第４号）  

 （４）その他知事が必要と認める書類 

 

（交付の決定）  

第４条  知事は、補助金の交付を決定したときは、その決定内容及びこれに条件を付した場合にはそ  

の条件を交付決定通知書により申請者へ通知する。  

 

（補助の条件）  

第５条  規則第６条第１項の規定による条件は、次のとおりとする。  

 （１）事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合は、知事の承認を受けなければならな

   い。  

 （２）事業を中止する場合は、知事の承認を受けなければならない。 

（３）事業の遂行が困難となった場合は、すみやかに知事に報告してその指示を受けなければなら

  ない。  

 （４）補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、これを当該事業の

   完了の翌年度から５年間保存しなければならない。  

 

（申請の取り下げのできる期間） 

第６条  規則第８条第１項の規定により申請の取り下げをすることができる期限は、交付の決定の通

   知を受けた日から１５日を経過した日とする。  

                                              

（軽微な変更）  

第７条  規則第11条第２項第１号の規定及び第５条第１号の規定にある軽微な変更とは、補助金の額

対象経費  補助率等  補助対象者  

オンラインで受給資格情報を確認するために必要

なシステム（レセプトコンピューター）改修に必

要な経費。  

ただし、上限は以下のとおりとする。 

 

病院  1.000,000円  

診療所  300,000円  

薬局   300,000円  
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に変更を生じない範囲内における変更とする。 

 

（状況報告等）  

第８条  交付要綱第５条第１項の規定による補助事業等の遂行状況について報告を求めることができ  

る。またその内容、提出期限等は別に通知する。  

 

（実績報告）  

第９条  規則第13条第１項の規定による実績報告書（様式第５号）の提出期限は、事業の完了した日  

から３０日を経過した日とする。 

２  規則第13条第１項の規定による実績報告書に添付する書類は、次のとおりとする。  

（１）所要額内訳及び事業実績書（様式第６号）  

（２）収支決算書（様式第７号）  

 （３）支払を証する領収書等の写し 

 

（補助金額の確定） 

第１０条 知事は前条の規定により実績報告を受けた場合は、実績報告書の審査、必要に応じて現地調査等によ

り、その報告に係る補助事業等の成果が補助の交付決定内容及びこれに付した条件に適合するものかの調

査を行う。審査及び調査の結果、適合すると認めた場合には補助金等額を確定し、補助金交付額確定通知

書により通知する。 

 

（補助金等の交付） 

第１１条 前条の規定により通知を受けた補助事業者（医療機関）は補助金等交付請求書（様式第８号）を知事

に提出しなければならない。 

 

（財産の処分の制限） 

第１２条 規則第20条の規定による承認を受けようとするものは、目的外使用承認申請書を知事に提出しなけ

ればならない。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額） 

第１３条 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕

入控除税額が確定した場合には、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（様式第９号）により、

速やかに知事に報告しなければならない。知事に報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係

る仕入控除税額の全部又は一部を県に納付させることがある。 

 
（附則） 

 令和６年度の予算に係る補助金から適用する。 
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